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日本版ＣＣＲＣ構想（素案） ＜抜粋＞
３．日本版ＣＣＲＣ構想の具体像
（４）サービス提供について
②「健康でアクティブな生活」を支援するためのプログラムの提供
・高齢者に期待される具体的な活動としては、地域の子育てや学習の支援、地
域おこし、環境改善など様々な地域課題に関して、若干の対価を貰いながら行う
就労やボランティア活動への参加を通じて地域貢献を果たすことである。また、
地方の大学等によって提供される生涯学習の機会への参画が考えられる。

【日本版ＣＣＲＣ構想の実現に向けて大学に期待される役割】

・生涯学習、学び直しの機会の提供

・大学の人材、知見、研究成果等の活用
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公開講座を実施すること

社会人入学者を受け入れること

社会人の学び直しに関すること

人材認証制度を実施すること

正規授業を一般公開すること（公開授業など）

学生の地域貢献活動を推進すること

地域活性化のためのプログラムを開発・提供すること

教員を外部での講座講師や助言者、各種委員として派遣すること

施設等を解放し、地域住民の学習拠点とすること

地域ニーズの把握のため、地域（自治体等）との話し合いの場（会議

体等）を設けること

大学における地域企業や官公庁と連携した教育プログラムを実施する

こと

地域社会に対する大学の貢献の取組状況

※人材認証制度：一定の学習や活動を経た人材の能力、経験等を客観的に証明するような仕組み。例えば、○○支援士、○○学習士、○○コーディネーター、○○マイスター等の称号・
呼称の付与のほか、講座受講による修了証の交付等の仕組みまで広く対象とする。ただし、法令に根拠のある資格やある時点における知識・技能の到達度だけを認定する検定試験は含
まない。

出典：文部科学省委託調査「平成26年度開かれた大学づくりに関する調査研究」 ２
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大学の認知度/イメージアップ

教員・研究のＰＲ

学生への教育効果が創出される

教員の教育能力が改善される（ＦＤに資する等）

教員の活躍の場が創出される

新たな学生の獲得に繋がる

自治体等との連携が創出される

企業との連携が創出される

市民との接点が創出される

地域との連携が推進される

地域の課題を解決することができる

講座受講者等によるＮＰＯ等団体の創出が期待される

事業収入を得ることができる

地域の活性化が大学の活性化につながる
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公開講座に期待する効果 地域貢献事業（公開講座除く）に期待する効果

出典：文部科学省委託調査「平成26年度開かれた大学づくりに関する調査研究」

公開講座・地域貢献事業に期待する大学経営に資する効果
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語学系（英語・仏語など）

人文教養系（歴史・文学など）

社会問題系（政治・時事問題など）

ビジネス・経営系（経営・財務など）

ＩＴ系（パソコン・インターネットなど）

理工系（自然科学・工学など）

趣味系（園芸・料理など）

芸術系（音楽・絵画など）

スポーツ・実技系（フィットネス・ゴルフなど）

育児・医療・福祉系（子育て、メンタルヘルス、介

護など）

資格取得系（簿記、色彩検定など）

地域課題解決系（地域リーダー育成、地域学な

ど）

その他
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地域課題解決系講座の受講者層-年齢層公開講座内容のカテゴリー毎の１講座あたりの平均受講者数（人）

地域課題解決系の公開講座実施状況
公開講座を開設している大学：704 地域課題解決系の講座数：569

高校生以下

20代
（18～19歳含む）

30～
40代50代

60代

出典：文部科学省委託調査「平成26年度開かれた大学づくりに関する調査研究」

地域課題解決系の講座の受講
者は高齢者の割合が高い
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生涯学習・学び直しの促進のための制度
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○履修証明プログラムを開設している大学 国立 公立 私立

科目等履修生制度：大学の学生向けに開設された授業科目について、社会人等の学生以外の者にも履修を認
め、これを修めた場合に単位認定を行うもの

履修証明プログラム制度：履修証明プログラムは、社会人等の学生以外の者向けに開設されたプログラムであ
り、これを修めた場合に単位認定ではなく履修証明を行うものである。

出典：文部科学省調べ ５



国立大学
設置主体：国立大学法人

公立大学
設置主体：公立大学法人
もしくは地方公共団体

私立大学
設置主体：学校法人

ＣＣＲＣ構想実現に
向けた大学の協力
について

○現行制度においても、各大学の判断により実施可能。
（例）・高齢者を主な対象とした公開講座の実施

・地域医療、介護サービスの高度化に必要な人材の輩出
・大学の人材、知見、研究成果等を活用した自治体等への助言、協力 など

大学が自らの土地
等を活用し、ＣＣＲＣ
に関する事業を実
施することについて

○教育研究活動（公開講座等を含む）やその成果の普及・活用促進、教職員
や学生等への福利厚生を目的としたものであれば、各大学の判断により実施
可能

○上記以外の特例を認める
場合にはＣＣＲＣに取り組も
うとする大学からの具体的
な要望を踏まえつつ、検討
が必要。

○上記以外の特例を認
める場合にはＣＣＲＣに
取り組もうとする大学か
らの具体的な要望を踏ま
えつつ、検討が必要。

○収益事業として所轄庁の認
可を受けることで、私立大学の
教育に支障のない範囲で、そ
の収益を私立大学の経営に充
てるため、自らが医療・介護施
設を設置・運営することや不動
産業として自らが所有する土
地を他法人に賃貸することも
可能。

大学とＣＣＲＣの関わり方について
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地域別の入学定員充足率の推移（10年前との比較、私立大学）

（日本私立学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）
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【参考】関係法令

○私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）
（抜粋）
第三条 この法律において「学校法人」とは、私立学
校の設置を目的として、この法律の定めるところによ
り設立される法人をいう。

（収益事業）
第二十六条 学校法人は、その設置する私立学校の
教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経
営に充てるため、収益を目的とする事業を行うこと
ができる。

２～３ 略

（申請）
第三十条 学校法人を設立しようとする者は、その設
立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲
げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従
い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請し
なければならない。
一～八 （略）
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事
業の種類その他その事業に関する規定

十～十二 （略）

（寄附行為変更の認可等）
第四十五条 寄附行為の変更（文部科学省令で定め
る事項に係るものを除く。）は、所轄庁の認可を受け
なければ、その効力を生じない。

２ （略）

８

○国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）
（抜粋）
（業務の範囲等）

第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行
う。

一 国立大学を設置し、これを運営するこ
と。

二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の
健康等に関する相談その他の援助を行うこ
と。

三 当該国立大学法人以外の者から委託を受
け、又はこれと共同して行う研究の実施そ
の他の当該国立大学法人以外の者との連携
による教育研究活動を行うこと。

四 公開講座の開設その他の学生以外の者に
対する学習の機会を提供すること。

五 当該国立大学における研究の成果を普及
し、及びその活用を促進すること。

六 当該国立大学における技術に関する研究
の成果の活用を促進する事業であって政令
で定めるものを実施する者に対し、出資
（次号に該当するものを除く。）を行うこ
と。

七 産業競争力強化法 （平成二十五年法律第
九十八号）第二十二条の規定による出資並
びに人的及び技術的援助を行うこと。

八 前各号の業務に附帯する業務を行うこ
と。

２ 国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務及
び同項第七号に掲げる業務のうち出資に関す
るものを行おうとするときは、文部科学大臣
の認可を受けなければならない。

３ （略）

○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）
（抜粋）
（業務の範囲）

第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業
務のうち定款で定めるものを行う。
一 試験研究を行うこと。
二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管
理を行うこと。
三 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う

収入をもって充てる事業で、次に掲げるもの
を経営すること。
イ 水道事業（簡易水道事業を除く。）
ロ 工業用水道事業
ハ 軌道事業
ニ 自動車運送事業
ホ 鉄道事業
へ 電気事業
ト ガス事業
チ 病院事業
リ その他政令で定める事業

四 社会福祉事業を経営すること。
五 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び

管理を行うこと（前三号に掲げるものを除
く。）。

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。

（他業の禁止）
第七十条 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲

げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を
行ってはならない。
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